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平成２３年１２月７日

電気工事士技能試験判定員の追加募集について

一般財団法人 電気技術者試験センターは、電気工事士技能試験判定員の追加

募集を次のとおり行います。

（１）募集受付期間 平成２３年１２月１４日（水）～平成２４年１月１３日（金）

（２）募集数及び 総数７３名、地区は次のとおり

募集地区 青森県(6)、秋田県(4)、新潟県(6)、福井県(10)、大阪府(7)、

岡山県(3)、広島県(5)、山口県(2)、愛媛県(4)、

佐賀県(5)、熊本県(3)、大分県(3)、鹿児島県(15)

（３）業務内容 電気工事士技能試験の判定業務

（４）勤務地 主に東北、北陸、関西、中国、四国、九州地区の技能試験会場

（５）勤務日 ４日程度／年（主に技能試験実施日、研修日、その他当センターが

必要と認める日）

○技能試験実施日（平成２４年度の場合）

平成２４年７月２８日（土）

平成２４年７月２９日（日）

平成２４年１２月８日（土）

平成２４年１２月９日（日）

○研修日 １日（平成２４年４月下旬～５月下旬を予定）

（６）判定員手当 ２８，０００円／判定業務１日当たり

研修受講者には、研修手当を別途支給します。

（７）旅費交通費 別途支給します。

（８）保険等 労働災害保険を適用します。

なお、当センターの加入している社会保険の対象にはなりません。

（９）応募資格 次の①から④の条件を全て満たす者

①第一種電気工事士である者等、技能試験判定員の要件（電気工事

士法施行規則第１３条の７第３号）（注）のうち、いずれかに該当

する者

②技能試験日当日、各地区の担当試験会場において技能試験判定員

として従事できる者であって、当センターの研修を受講できる者

③判定員業務に耐えうる健康を有する者（１年以上従事できる者）

であって、満６５歳位までの者
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④国家試験の判定員として相応しい人格を有し、守秘義務を遵守で

きる者

（１０）応募方法 応募される方は、当センター所定の略歴書（写真貼付）及び技能試験

判定員の要件を満たすことを証する書面（免状の写し等）を同封のう

え、平成２４年１月１３日（金）までに当センターあてに郵送してく

ださい。（必着のこと）

なお、応募書類は返却しません。

応募書類の個人情報につきましては、採用選考及び判定員選任業務

以外の目的には利用しません。

（１１）選考方法 ①書類選考並びに②筆記試験及び面接試験

及び期日 平成２４年２月実施予定（試験地は未定、面接試験対象者には平成

２４年１月２０日頃通知文書発送予定）

（１２）応募先及び （応募先）

問い合わせ先 〒１０４－８５８４

東京都中央区八丁堀二丁目９－１（秀和東八重洲ビル８Ｆ）

一般財団法人電気技術者試験センター 試験業務部

※※※※封筒封筒封筒封筒にににに((((判定員応募書類在中判定員応募書類在中判定員応募書類在中判定員応募書類在中))))とととと朱書朱書朱書朱書きしてくださいきしてくださいきしてくださいきしてください。。。。

（問い合わせ先）

電話 ０３－３５５２－７６５１

ＦＡＸ ０３－３５５２－７８３８

メール info@shiken.or.jp

（１３）一般財団法人 電気技術者試験センターホームページ

http：//www.shiken.or.jp/

（注）技能試験判定員の要件（電気工事士法施行規則第１３条の７第３号）は別紙のとおり

です。

以上
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一般財団法人 電気技術者試験センター

技能試験判定員の要件

１、技能判定員の要件（電気工事士法施行規則第１３条の７第３号）

イー１ 学校教育法による大学若しくは高等専門学校において電気工学に関する学科を担当

する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者

イー２ 学校教育法による専修学校の専門課程において電気工学に関する学科を担当する教

員の職にあり、又はあった者

イー３ 教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号）による高等学校教諭の専修免許状を有

する者であって、学校教育法による高等学校において電気工学に関する学科を担当

する教諭の職にあり、又はあったもの

イー４ 電気工作物検査官の職にあり、又はあった者

ロ 第１種電気工事士である者

ハ 第２種電気工事士であって、電気工事に関する業務に５年以上従事した経験を有す

るもの

ニ 電気事業法第４４条第１項第１号の第１種電気主任技術者免状、同項第２号の第２

種電気主任技術者免状又は同項第３号の第３種電気主任技術者免状の交付を受けて

いる者であって、電気技術に関する業務に５年以上従事した経験を有するもの

ホ 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校又は旧大学

令による大学、旧専門学校令による専門学校若しくは旧中等学校令（昭和 18 年勅

令第 36 号）による実業学校において電気工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、

電気技術に関する業務に５年以上従事した経験を有する者

ヘ 職業能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64 号）第２８条による職業訓練指導員免許

（免許職種が電気工事科であるものに限る。）を受けている者（平成５年３月 ３１

日までに免許職種が電気科の職業訓練指導員免許を受けている者及び同法附則第６

条第１項の規定により職業訓練指導員免許を受けたとみなされた者（免許職種が電

工であるものに限る。）を含む。）

ト イからヘまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が

認める者

２、その他の要件

① 試験センターの指定する研修を受講できる者

② 判定員業務に耐えうる健康を有する者(１年以上従事できる者)であって、満６５歳

位までのもの

③ 国家試験の判定員として相応しい人格を有し、守秘義務を遵守できる者

以上
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一般財団法人 電気技術者試験センター

技能試験判定員の要件に該当する旨を証する書類について(補足説明)

○要件 イ－１．２．３．４に該当する場合の提出書類

各項目に該当する場合の提出書類は、以下のとおりです。

要件項目 提 出 書 類

イ－１ 電気工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授（旧：助教授）の職に

ある（あった）ことを証する学校長の証明書（コピー不可）または、同職の

辞令等（写）

イ－２ 電気工学に関する学科を担当する教員の職にある（あった）ことを証する

学校長の証明書（コピー不可） または、同職の辞令等（写）

イ－３ 電気工学に関する学科を担当する教諭の職にある（あった）ことを証する

学校長の証明書（コピー不可） または、同職の辞令等（写）

イ－４ 電気工作物検査官の職にある（あった）ことを証する辞令等（写）

なお、イ－３でいう教員職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号）による高等学校教諭の専修免

許状とは、旧法では下表右欄の免許状となり、高等学校教諭一級普通免許状がこれに該当しま

す。

免許状の種類（平成元年 4 月 1 日以降） 免許状の種類（平成元年 3 月 31 日以前）

高等学校教諭専修免許状 高等学校教諭一級普通免許状

※高等学校教諭一種免許状は不可 ※高等学校教諭二級普通免許状は不可

○要件 ロ、ニ、ホ、ヘに該当する場合の提出書類は、以下のとおりです。

要件項目 提 出 書 類

ロ 第１種電気工事士免状の写し(電気工事士法第４条の３、講習受講記録欄を含む)

ハ 第２種電気工事士免状の写し及び実務経歴証明書(電気工事に関する業務５年以上)

ニ 第１・２・３種電気主任技術者免状の写し及び実務経歴証明書(電気技術に関する

業務５年以上)

ホ 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは旧専門学校令または旧中

等学校令による実業学校で電気工学に関する課程を修めた卒業証明書の写し及び実

務経歴証明書(電気技術に関する業務(電気実習)５年以上)

ヘ 職業能力開発促進法第２８条による職業訓練指導員免許(免許職種が電気工事科で

あるもの)の写し



 

技 能 判 定 員 略 歴 書 

        生 年 月 日   ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏   名  昭和   年   月   日 

  

 

住  所  

 

〒       －               

 

 

携帯電話（       －        －          ）  

自宅電話（       －        －          ） 

勤務先及び役職名   

   

勤務先所在地 

〒       －              電話（     －        －          ） 

 

 

 

 

学  歴  

(最終学歴必須 ) 

  

 

 

 

 

職歴及び役職名  

(最終職歴必須 ) 

  

イ－１ 大学若しくは高等専門学校において電気工学に関する学科を担当する教授若

しくは准教授(旧:助教授)の職にあり、又はあった者 

イ－２ 専修学校の専門課程において電気工学に関する学科を担当する教員の職にあ

り、又はあった者 

イ－３ 

 

教育職員免許法による高等学校教諭専修普通免許状を有する者であって、高等

学校で電気工学に関する学科を担当する教諭の職にあり、又はあったもの 

イ－４ 電気工作物検査官の職にあり、又はあった者 

  ロ 第一種電気工事士である者 

  ハ 

   

第二種電気工事士であって、電気工事に関する業務に５年以上従事した経験を

有するもの 

（従事した期間：別紙実務経歴書のとおり） 

  ニ 

 

   

第一種、第二種、第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者であって電

気技術に関する業務に５年以上従事した経験を有するもの 

（従事した期間：別紙実務経歴書のとおり） 

  ホ 

 

 

  

 

大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校、旧専門学校及び旧実業学校に

おいて、電気工学に関する課程を修め卒業し、かつ、電気技術に関する業務に

５年以上従事した経験を有する者 

（卒業学校の種類：  大学、 高等専門学校、 高等学校、       

                  中等教育学校、 旧専門学校、 旧実業学校） 

（従事した期間：別紙実務経歴書のとおり） 

 

 

 

 

 

要  件 

 

該当する

項目を○

印で囲ん

でくださ

い。 

 

 ヘ 

   

職業訓練指導員免許(免許職種が電気工事科である者に限る。)を受けている者 

 

 

 

写  真  

（４㎝×３㎝）  



一般財団法人電気技術者試験センター提出用

ふ り が な

氏　　　　名

退 職 年 月 日

（退職者のみ）

　法人名

　代表者氏名

実実実実　　　　　　　　務務務務　　　　　　　　経経経経　　　　　　　　歴歴歴歴　　　　　　　　証証証証　　　　　　　　明明明明　　　　　　　　書書書書

昭和　 　　年　　 　月　　 　日

生 年

月 日

　ＴＥＬ　　       　－       　　　　－

現　　住　　所

　　ＴＥＬ　　　　　－　　　　　－　　〒　　　　－

　〒　　　　－

勤　　務　　先

（現在又は過去）

名　　　称

所　在　地

通　　算　　期　　間 年　　　月

上記のとおり、実務経験を有することを証明します。

平成　　　年　　　月　　　日

(法人以外の場合にあっては事業所名)

(法人以外の場合にあっては任命権者等の氏名)

 平成　　　　年　　　　月　　　　日　退職

実　　務　　経　　験　　の　　期　　間　　及　　び　　内　　容

所属部署及び役職名 期　　　間 職　　務　　の　　内　　容

 代 表

 者 印


